
手数料一覧

法人文書の種別 開示の実施の方法 開示実施手数料の額

一 文書又は図面 二 イ 閲覧 １００枚までごとにつき１００円（
の項から四の項ま
で又は八の項に該 ロ 撮影した写真フ １枚につき１００円に１２枚までごとに７６０円を
当するものを除 ィルムを印画紙に印 加えた額
く ） 画したものの閲覧。

ハ 複写機により用 用紙１枚につき１０円（Ａ２判については４０円、
紙に複写したものの Ａ１判については８０円）
交付（ニ に掲げる方
法に該当するものを
除く）

ニ 複写機により用 用紙１枚につき２０円（Ａ２判については１４０円
紙にカラーで複写し Ａ１判については１８０円）
たものの交付

ホ 撮影した写真フ １枚につき１２０円（縦２０３ミリメートル、横２
ィルムを印画紙に印 ５４ミリメートルのものについては５２０円）に１
画したものの交付 ２枚までごとに７６０円を加えた額

ヘ スキャナより読 １枚につき５０円に当該文書又は図画１枚ごとFD
み取ってできた電磁 に１０円を加えた額
的記録を に複写FD
したものの交付

ト スキャナにより １枚につき１００円に当該文書又は図面１枚CD-R
読み取ってできた電 ごとに１０円を加えた額
磁的記録を にCD-R
複写したものの交付

チ スキャナにより １枚につき１２０円に当該文書又は図面１DVD-R
読み取ってできた電 枚ごとに１０円を加えた額

DVD-R磁的記録を
に複写したものの交
付

リ オンラインによ 当該文書又は図画１枚につき１０円
る方法

二 マイクロフィル イ 用紙に印刷した 用紙１枚につき１０円
ム ものの閲覧

ロ 専用機器により １巻につき２９０円
映写したものの閲覧

（ 、ハ 用紙に印刷した 用紙１枚につき８０円 Ａ３判については１４０円
ものの交付 Ａ２判については３７０円、Ａ１判については６９

０円）

三 写真フィルム イ 印画紙に印画し １枚につき１０円
たものの閲覧



ロ 印画紙に印画し １枚につき３０円（縦２０３ミリメートル、横２５
たものの交付 ４ミリメートルのものについては４３０円）

四 スライド（九の イ 専用機器により １巻につき３９０円
項に該当するもの 映写したものの閲覧
を除く ）。

ロ 印画紙に印画し １枚につき１００円（縦２０３ミリメートル横２５
たものの交付 ４ミリメートルのものについては１，３００円）

五 録音テープ（九 イ 専用機器により １巻につき２９０円
の項に該当するも 再生したものの聴取
のを除く ）又は。
録音ディスク ロ 録音カセットテ １巻につき４３０円

ープに複写したもの
の交付

六 ビデオテープ又 イ 専用機器により １巻につき２９０円
はビデオディスク 再生したものの視聴

ロ ビデオカセット １巻につき５８０円
テープに複写したも
のの交付

七 電磁的記録（五 イ 用紙に出力した 用紙１００枚までごとにつき２００円
の項、六の項又は八 ものの閲覧
の項に該当するもの
を除く ） ロ 専用機器により １ファイルごとにつき４１０円。

再生したものの閲覧
又は視聴

ハ 用紙に出力した 用紙１枚につき１０円
ものの交付（ニ に掲
げる方法に該当する
ものを除く ）。

ニ 用紙にカラーで 用紙１枚につき２０円
出力したものの交付

ホ に複写した １枚につき５０円に１ファイルごとに２１０円を加FD
ものの交付 えた額

ヘ に複写し １枚につき１００円に１ファイルごとに２１０円をCD-R
たものの交付 加えた額

ト に複写し １枚につき１２０円に１ファイルまでごとに２１０DVD-R
たものの交付 円を加えた額

チ オンラインによ １ファイルごとにつき２１０円
る方法

リ 幅１２．７ミリ １巻につき７，０００円に１ファイルごとに２１０
メートルのオープン 円を加えた額
リールテープに複写
したものの交付

ヌ 幅１２．７ミリ １巻につき８００円（日本工業規格Ｘ６１３５に適



メートルの磁気テー 合するものについては２，５００円、国際規格１４
プカートリッジに複 ８３３、１５８９５又は１５３０７に適合するもの
写したものの交付 についてはそれぞれ８，６００円、１０，５００円

又は１２，９００円）に１ファイルごとにつき２１
０円を加えた額

ル 幅８ミリメート １巻につき１，８００円（日本工業規格Ｘ６１３５
ルの磁気テープカー に適合するものについては２，６００円、国際規格
トリッジに複写した １５７５７に適合するものについては、３，２００
ものの交付 円）に１ファイルごとにつき２１０円を加えた額

ヲ 幅３．８１ミリ １巻につき５９０円（日本工業規格Ｘ６１２９、Ｘ
メートルの磁気テー ６１３０又はＸ６１３７に適合するものについては

、 ， ， ）プカートリッジに複 それぞれ８００円 １ ３００円又は１ ７５０円
写したものの交付 に１ファイルごとにつき２１０円を加えた額

八 映画フィルム イ 専用機器により １巻につき３９０円
映写したものの視聴

ロ ビデオカセット ６，８００円（１６ミリメートル映画フィルムにつ
テープに複写したも いては１３，０００円、３５ミリメートル映画フィ
のの交付 ルムについては１０，１００円）に記録時間１０分

までごとに２，７５０円（１６ミリ映画フィルムに
ついては３，２００円、３５ミリメートルについて
は２，６５０円）を加えた額

九 スライド及び録 イ 専用機器により １巻につき６８０円
音テープ（第９条第 再生したものの視聴
５項に規定する場合
におけるものに限 ロ ビデオカセット ５，２００円（スライド２０枚を超える場合にあっ
る ） テープに複写したも ては、５，２００円にその超える枚数１枚につき１。

のの交付 １０円を加えた額）

備考 一の項ハ、二の項ハ又は七の項ハの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を
１枚として額を算定する


